
京都市保健福祉局社会福祉法人認可及び社会福祉施設整備補助等有識者会議設置要綱 

 

 

（設置） 

第 1 条 社会福祉法人（以下「法人」という。）の設立認可及び社会福祉施設の整備に係る補助金の交付に当た

り、多角的な立場から意見聴取を行うことにより、選定過程の透明化、内部牽制機能の確保を図るため、保健

福祉局に京都市保健福祉局社会福祉法人認可及び社会福祉施設整備補助等有識者会議（以下「会議」という。）

を置く。 

 

（所掌事務） 

第 2 条 会議において、次の各号に掲げる事項につき、意見聴取を行う。 

 ⑴ 社会福祉法人の設立認可に関すること。 

 ⑵ 社会福祉施設の整備に係る補助金の交付に関すること。ただし、次に掲げるものは除く。 

  ア 事業者選定等について、他の審議会等において専門的な見地から意見を聴取したもの。 

  イ 補助金の額、施設整備の種類・規模などを考慮し、保健福祉局長が、会議で意見聴取を行わないことに

ついて合理的な理由があると認めたもの。 

 

（構成） 

第 3 条 会議は、4名以内の委員をもって構成する。 

2 委員は学識経験者のうちから市長が選任し、任期は 2年以内とする。 

 

（座長及び副座長） 

第 4 条 会議に座長及び副座長を置く。 

2 座長は委員の互選により、副座長は座長の指名により決定する。 

3 座長は、会議を代表し会務を総理する。 

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第 5 条 会議は、座長が招集し、座長は会議の議長となる。 

2 会議には、意見聴取案件についての説明又は意見を聴取するため、保健福祉局の所管課長に出席を求めるも

のとする。 

3 座長は、必要と認めるときは、第 3 条及び前項に掲げる者以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求め

ることができる。  

 

（庶務） 

第 6 条 会議の庶務は保健福祉局保健福祉部監査指導課において行う。 

 

（補則） 

第 7 条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 9年 10 月 6 日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 10 年 4月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 10 年 12 月 1日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 11 年 4月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 12 年 4月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 13 年 1月 29 日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 15 年 4月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 15 年 9月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 16 年 4月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 18 年 4月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 19 年 4月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 20 年 4月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 21 年 4月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 23 年 8月 18 日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 25 年 4月 1 日から適用する。 

   附 則 

 １ この要綱は、決定の日から施行し、平成 25年 9月 24 日から適用する。 

 ２ この要綱の改正があった際の委員の任期は、第 3 条第 2項の規定にかかわらず、改正前の社会福祉法人認

可及び社会福祉施設整備補助等審査会の委員の任期の残任期間とする。 

   附 則 
 この要綱は、決定の日から施行し、平成 27 年 4月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成 29 年 2月 1 日から適用する。 

   附 則 

 1 この要綱は、平成 29 年 4月 1日から施行する。 

 2 施行の日から当面の間、子ども若者はぐくみ局と同時期に意見聴取案件がある場合、両局の有識者会議は 

  同一日に合同で開催することとする。この際の事務局は、保健福祉局とする。 


